
広
島
県
環
境
保
全
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
十
一
号 

広
島
県
環
境
保
全
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
環
境
保
全
基
金
条
例
（
平
成
二
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
。

第
五
条
中
「
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
増
加
し
た
額
の
範
囲
内
で
そ
の
」
を
「
そ
の
全
部
又
は
」

に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

（
処
分
の
特
例
）

２ 

基
金
の
一
部
に
相
当
す
る
額
を
国
に
納
付
す
る
と
き
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基

金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

附 

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


